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要 旨 
熊本県付近を中心とする九州中部の広い範囲では，

平成28年（2016年）熊本地震（以下「熊本地震」と

いう．）に伴って顕著な地殻変動が発生した．その

ため，この地域の基準点（電子基準点，三角点，水

準点）は，位置が大きく変動し公共測量等で利用で

きないことが想定されたことから，地震直後の4月15
日と16日の2回にわたって測量成果の公表を停止し

た． 

国土地理院では，これらの基準点の復旧測量に取

り組み，5月19日，6月16日には電子基準点の測量成

果を，8月31日には水準点と震源断層に近い三角点

の測量成果をそれぞれ公表した．また，震源断層か

ら離れた三角点の測量成果，三角点の新・旧測量成

果の差（地殻変動量）から求めた補正パラメータ，

補正パラメータによって改算した三角点の測量成果

を9月12日に公表した． 

 

1. はじめに 
基本測量の基準点は，平時から国の機関や地方公

共団体が実施する公共測量の基準等として使用され

ており，また，震災に伴う復旧・復興のための各種

公共事業等の測量の基準としても不可欠である． 
熊本地震に伴い熊本県を中心とする九州中部の広

い範囲で，地殻変動が観測されたため，地震直後に

電子基準点，三角点，水準点の測量成果の公表を停

止した．その後，電子基準点については観測データ

の蓄積を待って測量成果を改定した．三角点，水準

点については，予備費を用いて復旧測量を実施し，

測量成果を改定した．本稿では，熊本地震に伴う基

準点の測量成果の改定について報告する． 

 

2. 基準点成果公表停止の措置 
熊本県とその周辺では，前震（4月14日21時26分 

M6.5 最大震度7）と本震（4月16日1時25分 M7.3
最大震度7）及び複数の余震が発生した．前震の発生

を受けて4月15日23時に，地殻変動の影響があると思

われる範囲について成果公表の停止を行ったが，そ

の後,本震が発生したため16日19時25分にあらため

て熊本県とその周辺について成果公表の停止を行っ

た． 

成果公表の停止の対象とした基準点は，水平変動

量5cm以上の電子基準点38点，天草市と苓北町を除

く熊本県全域と成果を停止した電子基準点が設置さ

れている熊本県以外の市町村にある全ての三角点

4,169点及び熊本県内の全ての一等水準点296点の合

計4,503点である．電子基準点，三角点の成果を停止

した地域を図-1に示す． 
 

図-1 電子基準点，三角点の成果の公表を停止した地域 

 
3. 電子基準点成果の改定 
3.1 電子基準点が捉えた地殻変動の概要 
前震から 4月 15日 0時 3分に発生した地震（M6.4，

最大震度 6 強）までに生じた地殻変動は,震源域に

近い電子基準点「城南」（熊本県熊本市）で，北北東

方向に約20cmの変動が観測されたのをはじめ,熊本

県内の複数の電子基準点で地殻変動が観測された． 

本震では，震源に近い電子基準点「長陽」（熊本県

南阿蘇村）で南西方向に約 98cm の変動，上下方向

に約 24cm の隆起が観測されたのをはじめ，熊本県

を中心とした広い地域で大きな地殻変動が確認され

た． 

電子基準点の観測データから解析した日々の座標

値（F3）の平成 28 年 4 月 1 日～10 日の平均値と平

成 28 年 4 月 21 日～30 日の平均値の差による地殻変

177小特集 熊本地震に伴う基準点成果の改定 



動ベクトル図（水平，上下）を図-2，3 に示す．なお，

変動量を計算するための固定局は，「三隅」（島根県）

とした． 

図-2 電子基準点による地殻変動ベクトル（水平） 

図-3 電子基準点による地殻変動ベクトル（上下） 

 

3.2 電子基準点測量成果改定の手法と改定結果 
電子基準点測量成果改定計算は，平成 23 年（2011

年）東北地方太平洋沖地震（以下「東北地方太平洋

沖地震」という．）に伴う電子基準点の成果改定（檜

山ほか，2011）を除き，これまで主に学術用精密基

線解析ソフトウェア GAMIT/GLOBK を用い，測量成

果改定地域周囲の電子基準点の測量成果を固定して

基線解析及び平均計算を行うことにより，新測量成

果を算出してきた（例えば，土井ほか，2005）（以下

「従来手法」という．） 

電子基準点間の位置関係は，「測地成果 2000」制

定当初と現在では，蓄積された各点毎の地殻変動量

の違いによりひずみ（以下「測量成果のひずみ」と

いう．）が生じている．測量成果改定は，改定する点

と改定しない周囲の点の測量成果のひずみをできる

だけ小さくすることが望ましい．しかし，従来手法

は，測量成果改定地域周辺の電子基準点間に測量成

果のひずみが存在する場合，そのひずみを網全体に

均等に分散させずに周辺部に集中させる傾向がある

ことがわかっていた．九州地方においては，地震前

の期間において蓄積された地殻変動及び地震による

地殻変動によって，測量成果のひずみが存在してお

り，従来手法をそのまま適用することにより測量成

果のひずみを，ある地域に集中させてしまう懸念が

あった．このため，従来手法を含め次の 2 種類の方

法を検討した. 

 

図-4 電子基準点位置図 

 

方法 1（従来手法）：固定する電子基準点の測量成果

を，セミ・ダイナミック補正パラメータにより地震

前の累積変動を補正し，GAMIT/GLOBK で計算後に

累積変動分を元に戻す．  

方法 2：一連の地震の前後における日々の座標値（F3）

の差を，測量成果に加える． 

検討時には，方法 1 の GAMIT/GLOBK の処理に

おいて，地震後 3 日間の観測データと IGS 速報暦を
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用い，方法 2 においては，地震前 10 日間と地震後 3

日間の日々の座標値（R3）の平均を求め，その差を

用いた． 

検討結果を確認するため，各試算結果をセミ・ダ

イナミック補正により今期の座標を求め，その値と

日々の座標値（R3）との差を計算し，図-5 のような

三角網による測量成果のひずみ図を作成し比較した．

両試算ともに測量成果が改定されない周囲の電子基

準点との測量成果のひずみは残るが，方法 1 の方が，

そのひずみが小さくなることから，測量成果改定は

方法 1 を用いることとした． 

測量成果の算出は，地震後の余効変動が小さくな

った 4 月 28 日～30 日のデータにより行い，5 月 19

日に「千丁」（熊本県八代市）を除いた 37 点の改定

した測量成果を公表した． 

なお，電子基準点本点の標高は，楕円体高にジオ

イド・モデルによるジオイド高を加え算出した「ジ

オイド・モデルによる」標高を公表し，水準測量実

施後，後述のとおり改めて標高の改定を実施した． 

図-5 測量成果と日々の座標値から求めたひずみ図 

 

3.3 電子基準点「千丁」の測量成果改定 

「千丁」の観測データは，平成 27 年初夏から秋に

かけ周辺の樹木による受信データの品質低下が確認

されており，平成 28 年度の現地調査予定点であっ

た．測量成果改定の試算時に，「千丁」のデータは測

量成果計算に支障があることを確認したため，支障

木伐採後の 5 月 26 日～28 日のデータを用いて測量

成果を求め 6 月 16 日に公表した． 

 

 

3.4 電子基準点付属標の測量成果（経緯度） 

地震後の電子基準点付属標の測量成果を算出する

にあたっては，本点と付属標の相対位置が地震によ

って変わらないものとして，地震前の本点と付属標

の経緯度を用いて，本点の測量成果（経緯度）から

付属標の測量成果（経緯度）を算出し，8月31日（熊

本県）と9月12日（熊本県以外）に公開した． 

 
3.5 電子基準点付属標及び本点の標高 

図-6 は，電子基準点付属標への水準測量の実施 

（以下「水準取付」という．）の有無，地震前の標高

区分i及び標高改定の方法をまとめた図である．図中

の上下矢印は，電子基準点本点の地震前（2016 年 4

月 1 日～10 日）と地震後（2016 年 8 月 1 日～10 日）

の日々の座標値（F3）による上下の変動量で，水準

取付を実施していない点の測量成果改定の判断基準

とした．なお，地震後の期間は，水準測量を実施し

た時期と重なっている． 

図-6 測量成果（標高）の改定区分 

 

後述する 5.1.1 のとおり，水準路線近傍に位置す

る電子基準点付属標 13 点（図-6●及び■）について

は水準取付を実施し，その測量成果を 8 月 31 日（熊

本県）と 9 月 12 日（熊本県以外）に公開した． 

なお，水準路線から距離の離れた電子基準点付属

標 25 点は，水準取付を行っていない． 

 

3.5.1 水準取付を実施した付属標の標高 
電子基準点付属標の標高の扱いは，一等水準点と

同様の測量をしていることから，復旧測量作業実施
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要領第 3 条 4（2）②に基づき，6√S mm（S：点間距

離 km 単位）の制限を超過した 7 点（図-6●）の付

属標について標高を改定した．一方，制限内であっ

た 6 点（図-6■）の付属標の標高は，測量成果の公

表停止を解除した．  

 

3.5.2 付属標に水準取付を実施した本点の標高 
本点の標高は，3.2 で前述したとおり 5 月 19 日及

び 6 月 16 日にジオイド・モデルを適用することに

より算出した標高を公表していたが，付属標への水

準取付をしたことに伴い，本点の標高についても標

高の改定を行った．制限を超過した 7 点の本点の標

高は，3.4 の考えと同様に，改定した付属標の標高に

地震前の付属標と本点の標高の差を加えることで算

出した．一方，制限内であった 6 点の本点の標高は，

地震前の「水準測量による」標高に戻し，測量成果

改定の分類を改算とした． 

 

3.5.3 水準取付を実施していない付属標及び本点の

標高 
水準取付を行わなかった 25 点（図-6△，○，☆）

の標高は，地震による変動量（上下）を測量成果改

定の判断基準とした． 

地震前の標高区分が「水準測量による」の点（図-

6△）については，水準点と同様の扱いとし，復旧測

量作業実施要領第 3 条 4（2）②の二等水準点の結合

差を参考に，近傍の電子基準点との上下の変動量の

差が，8√S mm（S：近傍の電子基準点との距離 km
単位）以内の点については，標高の改定を行わず，

3.5.1 の制限内の点と同様に，標高の測量成果停止を

解除した．本点の標高は，地震前の「水準測量によ

る」標高に戻し測量成果改定の分類を改算とした．

なお，制限を超過した点については，「GNSS 測量に

よる標高の測量」により標高を算出する方針とした

が，該当する点はなかった． 

地震前の標高区分が「GNSS 水準による」点につ

いては，「GNSS 測量による標高の測量マニュアル」

第 18 条 4 の GNSS 水準の精度（高さの較差許容範

囲）40mm を制限値とし，近傍の電子基準点との変

動量の差が制限を超えた「菊池」（熊本県菊池市）に

ついて，電子基準点維持要領第 19 条に基づき，

「GNSS 測量による標高の測量」により本点の標高

を算出した．付属標の標高は，地震前の本点と付属

標の標高の差を本点標高に加えることで改算した．

変動量の差が制限内の電子基準点の扱いは 3.5.1 及

び 3.5.2 と同様とし，付属標の標高は測量成果停止

を解除し，本点の標高は，地震前の「GNSS 水準に

よる」標高に戻し，測量成果改定の分類を改算とし

た．なお，測量成果は，9 月 12 日に公開した． 

 

4. 三角点の測量成果の改定 
4.1 三角点改測の概要 
4.1.1 改測範囲の決定 

電子基準点の変動量に基づく断層モデルと，干渉

SAR の解析結果から，熊本県益城町（ましきまち），

西原村を中心とした熊本市から阿蘇市に至る布田川

断層帯の周辺と，益城町から宇城市にかけての日奈

久断層帯の周辺において，複雑かつ大きな地殻変動

が生じていることが推定された．特に，益城町から

西原村にかけては SAR の非干渉地帯が存在してお

り，断層運動に伴う複雑な変動が生じていると考え

られた．そこで 4 月下旬から 5 月上旬にかけて益城

町，西原村の SAR 非干渉地帯を中心に緊急 GNSS 観

測を実施したところ，断層近傍できわめて複雑な変

動分布が認められるとともに，西原村で最大 2.1m の

沈降と 1.4m の水平変動が確認された．以上のこと

から，布田川・日奈久断層周辺の地域については補

正パラメータの構築が困難と判断し，この地域に設

置されている三角点（1～2km の配点密度で 285 点）

は全点で GNSS 観測（以下「改測」という.）を実施

することとした（図-7）． 

図-7 改測（赤三角 285 点）及び高度地域基準点測量（青

三角 170 点）の配点図 

 

また，これ以外の測量成果停止地域については，

変動の空間変化が滑らかであると想定され，一部の

三角点で GNSS 観測を行うことで補正パラメータが

作成可能であると判断し，過去の地震での補正パラ

メータ作成の経験から 5～10kmの配点密度で 170点

の GNSS 観測（以下「高度地域基準点測量」という.）

を実施した（図-7）．なお，補正パラメータの構築が

困難と判断した地域の中にあって，樹木の繁茂等に

より GNSS 観測ができず，今後の利用が事実上不可

能な三角点（46 点）については，測量成果公表停止

を継続することとした． 
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4.1.2 改測作業と変動量 
改測及び高度地域基準点測量によって得られた各

点の水平及び上下成分の変動量を図-8，図-9 に示す．

ただし，周囲に比べて特異な変動を示している点は

除外してある．干渉 SAR，GNSS 観測，断層モデル

から示唆されたとおり，布田川・日奈久断層周辺で

大きく複雑な地殻変動が確認された．新・旧測量成

果の差の最大値は，水平方向が四等三角点「牧場」

（西原村）で 1.78m，上下方向の最大・最小値はそ

れぞれ四等三角点「砥川」（益城町）で 0.40m，四等

三角点「雀塚」（西原村）で-1.88m であった．布田川・

日奈久断層周辺から離れたところでは，右横ずれ型

の断層運動の特徴が見られ，その水平変動ベクトル

はおおむね滑らかに空間変化をしている．ただし，

上下方向の変動ベクトルについては，断層から離れ

た所でばらつきが大きくなっている． 

図-8 新旧成果の差による水平変動ベクトル．青色，赤色

はそれぞれ三角点，電子基準点の水平変動量．周囲

に比べて特異な変動を示している点は除外． 

 
4.2 補正パラメータの構築 

4.1.1 と 4.1.2 で述べたとおり，布田川・日奈久断

層周辺の地域では，複雑な変動が生じていることか

らその範囲の外側で補正パラメータを構築すること

とした．補正パラメータを構築するにあたっては，

その入力データと適用エリアを慎重に選ぶ必要があ

る．以下に補正パラメータ構築の流れを示す． 

①補正パラメータ構築に使用する電子基準点・三角

点の選定 

②干渉 SAR 解析画像と補正パラメータの図示によ

る補正パラメータ適用エリアの設定 

③外部評価 

④内部評価 

⑤勾配二乗和根による評価 

なお，補正パラメータ構築の計算手法については，

東北地方太平洋沖地震の際と同様である（檜山ほか，

2011）．以下では，今回の熊本地震に伴う座標・標高

補正パラメータ構築の流れを各項目について示す． 

図-9 新旧成果の差による上下変動ベクトル． 

 

4.2.1 補正パラメータ構築に使用する電子基準点・

三角点の選定 
 5 月 19 日，6 月 16 日に測量成果を改定した電子

基準点 38 点，改測を行った三角点 285 点，高度地域

基準点測量を行った三角点 170 点の合計 493 点のう

ち，周囲とは明らかに変動の向きや大きさが異なる

点固有の変動を示す点については，補正パラメータ

構築の入力値から除外した．点固有の変動の評価に

ついては，水平，上下方向に分けて行い，電子基準

点・三角点合わせて水平 465 点，上下 440 点のデー

タを入力値として採用した． 

 

4.2.2 干渉 SAR 解析画像と補正パラメータの図示

による適用エリアの設定 

(1) 干渉 SAR 解析画像による適用エリアの設定 

 干渉 SAR 解析画像からは，布田川・日奈久断層周

辺には，変動の大きさや向きが大きく変化している

ことを示唆する干渉縞の間隔が狭い領域と，変動の

大きさや向きが不連続に変化していることを示す縞

模様が存在する領域とが複数存在することがわかる．

このような領域では，補正パラメータを適切に構築

することが難しいと考えられるため，これらの領域

を避ける形で補正パラメータ適用エリアを決定した

（図-10）． 

 

(2) 補正パラメータの図示による適用エリアの設定 
4.1.2 で述べたとおり，上下方向の変動ベクトルは，

断層から離れた所でばらつきが大きくなっている．

標高補正パラメータを作成し，その絶対値を図示す

ると，入力データ点での変動のばらつきを反映した 
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図-10 干渉 SAR 解析画像に基づいて決定した補正パラ

メータ適用エリア．解析画像は，平成 28 年 1 月

26 日（地震前）と平成 28 年 4 月 19 日（地震後）

のデータに基づく． 

 

図-11 標高補正パラメータの適用エリア（緑線と青線に

囲まれた範囲）．赤色の領域は，パラメータの大き

さが 5cm 以上の地域．  

 

島状のパターンが複数確認された（図-11）．これら

のパターンは，その地域の広域的な変動を代表して

いるものとは考えられないため，適用エリアから除

外することとし，その結果，標高補正パラメータに

ついては，図-11 の緑線と青線に囲まれた領域を適

用エリアとして決定した． 

 一方，水平方向については，断層から離れた地域

においても入力データ点の変動のばらつきを反映し

た島状のパターンは見られなかった．そのため，座

標補正パラメータについては，断層から離れた地域

についても補正パラメータ適用エリアとした． 

 

4.2.3 外部評価 
4.2.2 で設定した補正パラメータ適用エリアの妥

当性を検証するため，適用エリアの断層側境界付近

に存在する 30 点の三角点や公共基準点で VRS 方式

によるネットワーク型 RTK 法による観測（以下

「VRS 観測」という.）を実施し（図-12），その結果

に基づき外部評価を行った．ここで外部評価とは，

三角点や公共基準点の VRS 観測結果と改定された

測量成果の差を補正パラメータと比較することを言

う．東北地方太平洋沖地震に伴う補正パラメータ構

築の際には，外部評価における較差の許容範囲を水

平 10cm，上下 20cm に設定していたが，今回の上下

方向のパラメータの最大値が 40cm 程度であること

から上限値として 10cm を採用した．即ち，水平・

上下ともに較差の許容範囲を 10cm とし，決定した

補正パラメータ適用エリアの評価を行うこととした． 

図-12 VRS 観測の配点図 

 

(1) 座標補正パラメータの評価 
最初に VRS 観測と GNSS 測量の間で大きな乖離

が存在しないことを確認するため，三角点 4 点で

VRS 観測によって得られた座標と高度地域基準点

測量によって得られた座標を比較した．両者の差の

標準偏差及び絶対値の最大は，南北方向で 0.010m，

0.026m，東西方向で 0.007m，0.013m となった．以上

より VRS 観測と GNSS 測量の間での乖離は数 cm 以

内と考えられ，GNSS 測量の精度を考慮すると，VRS

観測による外部評価の精度はおよそ5cm以内である

と考えられる． 

次に座標補正パラメータ適用エリア内の 21 点で

VRS 観測の値と補正値の較差を比較したところ，19

点で許容範囲である 10cm より小さい値となったも

のの，2 点で 10cm を超過した（表-1）．許容範囲を
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超過した点はいずれも周囲の点に比べて大きな変動

を示していた．この 2 点は地盤の安定しない田の畦

道と橋の袂に存在しており，その地域の変動を代表

していない局所的な変動の可能性が高いと判断し，

この領域については，座標補正パラメータ適用エリ

アから除外しないことにした． 
 また，座標補正パラメータ適用エリア外の 9 点に

ついても外部評価を行ったところ，2 点で 10cm を

超過した．さらに適用エリア内では較差の平均値が

0.057m であるのに対し，適用エリア外では 0.084m

と許容範囲上限値に近い値となった．このことから，

4.2.2 で設定した座標補正パラメータ適用エリアを

断層側に拡大するのは精度的に行うべきではないと

結論付けた． 

 
表-1 座標補正パラメータの適用エリア内における 

外部評価結果（平面直角座標での較差） 

点名 座標差の絶対値（m）

駄原 0.194 
基 II-9 0.163 
3-NO.1 0.097 
NO.004 0.093 
3018A 0.090 
A-D32 0.078 

(泗)基 II-67 0.064 
NO.231 0.058 
A-Z71 0.053 
64K23 0.040 

125K03 0.033 
基 II-1 0.033 
②278 0.032 
NO.3 0.027 
NO.7 0.026 

(一)基 II-1 0.024 
182K70 0.022 

NO.1 0.021 
20A80 0.017 
NO.38 0.015 
基 II-8 0.007 
平均値 0.057 

 

(2) 標高補正パラメータの評価 
評価は，座標補正パラメータ同様に VRS 観測によ

って得られた標高と，高度地域基準点測量によって

得られた標高を比較した．両者の差の標準偏差及び

絶対値の最大は，0.023m，0.04m となった．以上よ

り VRS 観測と GNSS 測量の間での乖離は数 cm 以内

であり，VRS 観測による外部評価の精度についても

およそ 5cm 以内であると考えられる． 

標高補正パラメータ適用エリア内の 18 点で VRS 観

測の値と補正値の較差を比較したところ，17 点で許

容範囲である 10cm より小さい値となったものの，1

点で 10cm を超過した（表-2）．許容範囲を超過した

点は隆起を示しているのに対し，周囲の点は沈降し

ていた．さらに近傍で行われた水準点改測の結果も

沈降を示しており，許容範囲を超過した点はその地

域の変動を代表していない可能性が高い．従って，

超過した 1 点が存在する領域については，標高補正

パラメータ適用エリアから除外しないことにした． 
 また，適用エリア外の断層側領域の 9 点について

も外部評価を行なったところ，2 点で 10cm を超過

した．さらに適用エリア内では較差の平均値が

0.051m であるのに対し，適用エリア外では 0.064m

と大きな値となった．このことから標高補正パラメ

ータ適用エリアについても，断層側に拡大するのは

精度的に行うべきではないと結論付けた． 

 
表-2 標高補正パラメータの適用エリア内における 

外部評価結果 

点名 標高差の絶対値（m）

20A80 0.136 
基 II-9 0.089 
NO.7 0.080 

3-NO.1 0.079 
(泗)基 II-67 0.077 

A-D32 0.069 
NO.1 0.059 
駄原 0.057 

NO.004 0.052 
3018A 0.052 

NO.231 0.042 
基 II-8 0.029 

125K03 0.029 
(一)基 II-1 0.028 
基 II-1 0.020 
64K23 0.019 
A-Z71 0.004 

182K70 0.004 
平均値 0.051 

 
4.2.4 内部評価 
 内部評価とは，補正パラメータ適用エリア内に存

在する入力点に対して補正量を求め，新旧成果の差

と比較してその整合性を確認する評価のことを言う．

地震に伴う補正パラメータに関して，内部評価の明

確な許容範囲は定められていないが，東北地方太平

洋沖地震に伴う補正パラメータ構築の際には，セミ・

ダイナミック補正の内部評価基準を準用し，較差の
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標準偏差の許容範囲を座標・標高ともに 2cm として

いた．そこで今回も 2cm を精度目標として設定する

こととした． 

  
(1) 座標補正パラメータの評価 

座標補正パラメータ適用エリア内にある 248 点に

ついての内部評価の結果を表-3 に示す．較差の標準

偏差は，南北方向 1.9cm，東西方向 1.8cm となり，

目標精度である 2cm 以内に収まる結果となった． 

 
表-3 座標補正パラメータの内部評価結果 

（平面直角座標での較差）． 

 dX dY 
最大値（m）  0.077  0.035 
最小値（m） −0.079 −0.085 
標準偏差

（m） 
 0.019  0.018 

 

(2) 標高補正パラメータの評価 

標高補正パラメータ適用エリア内にある 95 点に

ついての内部評価の結果を表-4 に示す．較差の標準

偏差は 2.6cm となり，目標精度である 2cm を超過し

た． 
表-4 標高補正パラメータの内部評価結果 

 dH 
最大値（m）  0.075 
最小値（m） −0.077 
標準偏差（m）  0.026 

 

一般に，今回の熊本地震のような内陸型地震の場

合は，内部評価の結果が悪くなる傾向がある．その

理由は，内陸型地震のように変動の空間波長が短い

場合，パラメータを用いてバイリニア法による 4 点

補間を行う際に大きな誤差が生じやすいためである．

もともとセミ・ダイナミック補正のパラメータは，

定常的なプレート運動などの長波長の空間変動を対

象としたものであるので，それと同じ許容範囲を今

回の地震に対する補正パラメータに課すのは，厳し

い基準設定であると言える．従って，標準偏差につ

いては目標精度である 2cm を超過はしたものの，外

部評価で設定した較差 10cm を超過していないこと

も考慮し，標高補正パラメータ適用エリアの変更は

行わないこととした．ただし，内部評価の較差が 5cm

を超過した点はすべて適用エリアの断層に近い側で

見られたので，当該領域では注意して補正パラメー

タを使用すべきである． 

 

4.2.5 勾配二乗和根による評価 
勾配二乗和根は，補正パラメータの空間変化の大

きさの指標である．飛田（2001）は，勾配二乗和根

はあくまで一つの目安であるものの，その値が

100ppm を超える場合は，補正パラメータによって正

確に補正計算ができない可能性があり，補正パラメ

ータの使用に注意を要するとしている．構築した座

標補正パラメータについて，勾配二乗和根を算出し

た結果を図-13 に示す．座標補正パラメータ適用エ

リアのうち，熊本県山都町や阿蘇市で勾配二乗和根

が局所的に 100ppm を超過している領域が見られる．

このような勾配二乗和根の大きい領域では，檜山ほ

か（2011）でも述べられているように，必要に応じ

て点検測量等で確認を行うべきと考えられる． 

図-13 座標補正パラメータによる勾配二乗和根． 

 

4.2.6 構築した座標・標高補正パラメータの概要 
図-14及び図-15に構築した座標補正パラメータの

適用エリアと大きさの空間分布，ベクトルの空間分

布を示す．座標補正パラメータの最大値は，1.04m

（西原村河原付近）である．また，図-16 に構築した

標高補正パラメータの適用エリアと大きさの空間分

布を示す．標高補正パラメータの上下方向の最大値

は，それぞれ 0.28m（阿蘇市西湯浦付近），-0.44m（南

阿蘇村中松付近）である． 

 

4.3 補正パラメータによる改算 
構築した補正パラメータを用いて，改測及び高度

地域基準点測量を実施していない 3,598 点の三角点

の測量成果の改算を実施した．改算に伴う新・旧成

果の差について，水平方向の最大値は，三等三角点

「七滝村」（熊本県御船町）で 0.96m，上下方向の最

大値は，それぞれ三等三角点「尾ノ岳」（阿蘇市）で

0.28m，三等三角点「岩古層」（熊本県宇土市）で-0.30m

184 国土地理院時報 2016 No.128 



であった． 

 

図-14 座標補正パラメータの適用エリアと大きさの空間

分布． 

図-15 座標補正パラメータベクトルの空間分布．南北・

東西方向のデータ点数がそれぞれ，1/3，1/2 にな

るよう間引いている． 

 

4.4 補正パラメータの提供と利用について 
構築された補正パラメータは，これまでの大規模

な地震での対応と同様に，補正計算ソフトウェア 

「PatchJGD」及び「PatchJGD（標高版）」を用いて公

共基準点の成果改算等に利用できるように補正パラ

メータダウンロードサイトで 8 月 31 日に公開した

（ http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/sokuchikijun40037.

html）． 

また，ウェブ版「PatchJGD」及び「PatchJGD（標

高版）」でも同様の計算ができるようにウェブページ

及びプログラムの改変を行った．ウェブ版について

は，以下の URL より利用可能である．  

「PatchJGD」 

http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/patchjgd/ 

「PatchJGD（標高版）」 

http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/patchjgd_h/ 

図-16 標高補正パラメータの適用エリアと大きさの空間

分布． 

 

5. 水準点の測量成果の改定 
5.1 水準点改測作業の概要 
5.1.1 路線の概要 

今回実施した水準測量路線図を図-17 に示す．水

準点については，電子基準点の観測データと干渉

SAR の結果から熊本市とその周辺の地域で変動が

想定されたところであるが，観測する水準路線を環

閉合させ,水準測量の適切な精度管理を行うことを

目的に九州中央部の水準路線約 1,000km について再

測量を実施した．なお，電子基準点・三角点の標高

体系との整合を可能な限り確保するため，水準路線

近隣の電子基準点を経由することとした． 
 

5.1.2 GNSS 観測による水準路線の接合 

水準路線 117 のある国道 57 号は，地震による阿

蘇大橋付近の大規模な土砂崩れにより熊本方面と大

分方面が分断され，測量を実施した平成 28 年 8 月

段階でも復旧の目途が立っていなかった．そのため

分断された区間で GNSS 観測を行い,「日本のジオイ

ド 2011」（Ver2.0）を用いて高精度に比高を求めて水

準路線を結合した． 
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図-17 熊本地震に伴い再測量を実施した水準路線図． 

 

(1) GNSS 観測の概要 

熊本方面からの端点の一等水準点 1889 と，大分

方向からの端点の電子基準点「長陽」（960701A）と

を接合する GNSS 観測図を図-18 に示す． 

GNSS 観測の 2 点間の距離を極力短くするため，両

点から水準測量で点間距離約 900m に仮点

（GPS1889 と GPS960701A）を設置して GNSS 観測

を実施した．また，比高を求めるために使用する

「日本のジオイド 2011」（Ver2.0）を検証するため

一等水準点 1888，1889，二等水準点 10400-2 にお

いても GNSS 観測を実施した． 
 

図-18 一等水準点 1889と電子基準点「長陽」（960701A）と
の水準路線接合のための GNSS 観測図． 

 
(2) 観測結果と精度検証 

 接合した 2 点間（GPS1889 と GPS960701A）のジ

オイド高差の検証として，「日本のジオイド 2011」

（Ver2.0）による方法と近隣の水準点での GNSS 観

測結果による方法の結果を表-5 に示す．両者の較差

は 4.2mm であった．また，この路線を含む二つの環

（図-17）の閉合結果は，表-6 に示すとおり許容範囲

より十分小さい結果となっている.これらの結果か

ら，GNSS 観測結果を直接水準測量の代替値として

採用することとした． 

 

5.2 水準点測量成果改定 
5.2.1 測量成果改定の基本方針 
 測量成果改定は，「復旧測量実施要領 第 3 条（測

量成果の修正）（2）（水準点）」の以下の定めに則っ

て実施した． 

②変動図を作成し，地域的な成果不整合の状況を

把握した場合には，路線毎又は地域毎に成果の

修正を行うことができる．ただし，計算の既知

点として使用する水準点は，原則として以下の

条件を満たすものとする． 

・ 過去の変動を考慮し，可能な限り変動が少ない

水準点を選定する． 

・ 一等水準点においては，既知点間の結合差が 

 6√S mm 以内（S：点間距離 km 単位）． 
 また，地域的な測量成果の不整合ではなく，局所

的な変動をしている水準点の測量成果の改定基準は，

同要領 3 条①にある「測量成果に対する隣接水準点

との変動量の差が 15mm 以上の場合」を適用した． 
 

表-5 ジオイド・モデルと近隣水準点での GNSS 観測結

果との比較． 

計算手法 計算結果 

ジオイド・モデル +0.0110m 
近隣水準点 +0.0152m 

較差 0.0042m 
 

表-6 GNSS 観測路線を含む環閉合結果（環 3 は参考）. 

環 観測距離 許容範囲 環閉合差 

環 1 348km ±37.3mm +7.4mm 
環 2 395km ±39.8mm +11.0mm 
環 3 473km ±43.5mm -25.0mm 
 

5.2.2 水準点の改測結果と公表の再開 
 水準点の測量成果の改定計算は，5.2.1 の方針に基

づき，  

①北に延びる路線番号(75)の一等水準点「1853」 

②北東に延びる路線番号(117)の一等水準点「1915」 

③東に延びる路線番号(155)の一等水準点「2674」 

④南に延びる路線番号(78)の一等水準点「2395」 

を固定点として交 1873（熊本市）を交点とする水準

網平均計算を行い，熊本県及び大分県の一部の一等
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水準点 155 点を改定し（図-19），同時に公表を停止

していた熊本県内にある一等水準点の測量成果の公

表を再開した． 

図-19 熊本地震に伴う水準点の測量成果の改定範囲． 

青字は水準取付けを実施した電子基準点の名称． 

 

なお，平均計算における GNSS 観測による区間の

重量については,観測距離が全体の距離に対して十

分に短いこと，GNSS 観測と直接水準測量に関する

重量の扱いについて先行する知見がないことから，

便宜上同一の重量とした． 

 

6. まとめ 
熊本地震による地殻変動の影響を受けた電子基準 

点，三角点及び水準点の成果を，復旧測量を実施し

て改定するとともに，補正パラメータを公表した．  

これにより，公共測量等に正確な位置の基準を提

供した． 
電子基準点の成果改定では，本点及び付属標の標

高の扱いについて，水準取付を行った点と水準取付

を行わない点，また地震前の標高区分により測量成

果の算出や今後の利用における注意点など複数のケ

ースにより整理した． 
三角点の成果改定では，全点の改測を実施する地

域とパラメータの提供地域との検討において

GEONETの結果に加えて干渉SARの結果も非常に参

考となった． 
これらのことは，今後，同様のケースにおいて参

考になると考えている． 
 

（公開日：平成 28 年 11 月 10 日） 
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